
保育園（所）名称
定員
（人）

所在地 電話

市立いずみ保育所 90 小島 5-5-45 �4891

市立藤田保育所 60 牧西30 �2886

市立久美塚保育所 90 児玉町児玉2351-1 �4386
市立金屋保育所 90 児玉町金屋1173 �1238
市立秋平保育所 60 児玉町秋山2527-1 �1167
市立共和保育所 60 児玉町蛭川885 �0104
旭保育園 90 駅南1-5-20 �3398

本庄保育園 150 小島1-5-18 �3913

こざくら保育園 200 栄3-6-34 �5812

若草保育園 90 仁手669-4 �5001

梅花保育園 90 見福1-2-7 �4474

日の出保育園 100 沼和田1020 �5263

みどり保育園 90 寿3-10-30 �5957

聖徳本庄保育園 60 栄2-10-14 �4365

小島南保育園 60 小島南3-1-5 �5543

北泉保育園 120 西五十子620-1 �2572

たんぽぽ保育園 60 今井1328 �9890

ほほえみ子どもの国保育園 35 緑2-15-5 �1018

児玉保育園 170 児玉町児玉2448-1 �0186
西光保育園 60 児玉町塩谷85-1 �5147
西光第二保育園 60 児玉町吉田林447-6 �5473

平成23年度
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保
育
園（
所
）の
入
園
資
格
は
、

児
童
の
保
護
者
及
び
同
居
の
親
族

が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
情
に
よ

り
児
童
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
で
す
。

①
昼
間
家
庭
外
で
仕
事
を
し
て
い

　

る
場
合

②
昼
間
家
庭
で
児
童
と
離
れ
、
日

　

常
の
家
事
以
外
の
仕
事
（
内
職

　

を
含
む
）
を
し
て
い
る
場
合

③
母
親
が
妊
娠
中
、
又
は
出
産
後

　

で
保
育
で
き
な
い
場
合
（
産
前
、

　

産
後
２
か
月
ま
で
の
期
間
）

④
病
気
・
心
身
障
害
な
ど
に
よ
り

　

保
育
で
き
な
い
場
合

⑤
家
庭
に
、
長
期
に
わ
た
る
病
人

　

や
障
害
の
あ
る
人
が
い
て
、
看

　

護
を
す
る
た
め
保
育
で
き
な
い

　

場
合

⑥
火
災
そ
の
他
の
災
害
復
旧
の
た

　

め
保
育
で
き
な
い
場
合

⑦
①
～
⑥
に
類
す
る
状
態
で
あ
る

　

と
市
長
が
認
め
た
場
合

　

入
園
申
し
込
み
の
際
は
、
必
ず

希
望
す
る
保
育
園
を
見
学
し
た
う

え
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

入
園
の
決
定
は
、
２
月
中
旬
か

ら
３
月
上
旬
に
通
知
に
よ
り
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
（
入
園
の
判
定
は
、

先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

※
児
童
の
年
齢
に
よ
っ
て
は
定
員

等
の
関
係
で
、
希
望
す
る
保
育
園

に
入
園
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
第
２
、
第
３
希
望
の
保
育
園

も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
育
料
は
、
前
年
又
は
前
々
年

の
税
額
で
決
ま
る
た
め
、
次
の
書

類
が
必
要
で
す
。
申
し
込
み
後
、

書
類
の
準
備
が
で
き
次
第
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
保
育
料
は
３
月
下

旬
に
決
定
し
、
通
知
し
ま
す
。

○
平
成
22
年
分
所
得
税
額
が
分
か

　

る
書
類（
源
泉
徴
収
票
の
コ
ピ
ー

　

又
は
確
定
申
告
書
の
コ
ピ
ー
）

　

平
成
22
年
１
月
１
日
以
降
に
本

庄
市
に
転
入
し
た
人
は
、
平
成
22

年
度
の
住
民
税
額
が
分
か
る
書
類

も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
平
成

22
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の

住
民
税
担
当
課
で
所
得·

課
税
証

明
書
等
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
税
額
の
分
か
る
書
類
が
未
提
出

の
場
合
、
保
育
料
の
算
定
が
で
き

な
い
た
め
、
確
認
で
き
る
ま
で
保

育
料
は
最
高
額
と
な
り
ま
す
。

入
園
以
外
の
事
業

　

各
保
育
園
で
は
、
次
の
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。
各
事
業
へ
の
申

し
込
み
は
、
直
接
各
保
育
園
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
一
時
預
か
り

　

急
用
等
で
一
時
的
に
子
ど
も
を

保
育
し
て
ほ
し
い
場
合
な
ど
に
利

用
で
き
ま
す
。（
い
ず
み
保
育
所
、

久
美
塚
保
育
所
、
梅
花
保
育
園
、

北
泉
保
育
園
、
児
玉
保
育
園
、
西

光
保
育
園
、
西
光
第
二
保
育
園
で

実
施
）

■
特
定
保
育

　

パ
ー
ト
等
で
決
ま
っ
た
日
時
の

み
保
育
を
必
要
と
す
る
場
合
に
利

用
で
き
ま
す
。（
ほ
ほ
え
み
子
ど

も
の
国
保
育
園
で
実
施
）

■
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

就
園
前
の
親
子
を
対
象
に
、
育

児
相
談
、
講
演
会
な
ど
を
行
い
ま

す
。（
い
ず
み
保
育
所
、
こ
ざ
く

ら
保
育
園
、
北
泉
保
育
園
、
児
玉

保
育
園
、
西
光
保
育
園
で
実
施
）

■
病
後
児
保
育

　

病
気
の
回
復
期
の
児
童
で
、
集

団
保
育
が
困
難
な
場
合
、
保
育
所

に
付
設
さ
れ
た
専
用
の
保
育
室
で

一
時
的
に
保
育
し
ま
す
。（
い
ず
み

保
育
所
で
実
施
）

■
家
庭
保
育
室

　

市
内
に
は
家
庭
保
育
室
が
あ
り

ま
す
。
入
所
を
希
望
す
る
人
は
、

直
接
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
加
川
ベ
ビ
ー
ル
ー
ム
（
日
の
出

　

４
―
３
―
４
☎
�
０
５
８
６
）

保
育
園
入
園
児
童
の

　
　
　
　
受
付
を
始
め
ま
す

◆
受
付
期
間　

11
月
15
日
㈪
～
12
月
15
日
㈬
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◆
受
付
窓
口
（
申
し
込
み
用
紙
は
、
受
付
窓
口
で
配
布
）

　

○
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
１
階
）
☎
�
１
１
２
８

　

○
市
民
福
祉
課
（
総
合
支
所
１
階
）
☎
�
１
３
３
１
（
内
線
３
１
６
）

入
園
資
格

保
育
料
の
決
定

入
園
の
決
定

保育園（所）
一覧表
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（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
）
を
行

　

う
な
ど

ネ
グ
レ
ク
ト（
保
護
の
怠
慢·

拒
否
）

　

食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不

　

潔
な
ま
ま
に
す
る
、
病
気
や
け

　

が
を
し
て
も
病
院
に
連
れ
て
い

　

か
な
い
、
乳
幼
児
だ
け
残
し
て

　

外
出
す
る
な
ど

み
ん
な
で
防
ぐ
児
童
虐
待

　　

虐
待
は
家
庭
の
中
で
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
た
め
発
見
さ
れ

に
く
く
、
し
か
も
親
が
相
手
な
の

で
子
ど
も
は
、
自
ら
救
い
を
求
め

た
り
す
る
こ
と
が
困
難
で
す
。

　
「
も
し
か
し
て
、
虐
待
？
」
と

思
っ
た
時
は
、
迷
わ
ず
次
の
相
談

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
誰

か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
か
、
な
ど
個

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
）

【
子
育
て
中
の
み
な
さ
ん
へ
】

・
ど
う
や
っ
て
子
育
て
し
て
よ
い

　

か
わ
か
ら
な
い
で
悩
ん
で
い
る

・
子
ど
も
が
い
う
こ
と
を
き
か
ず

　

に
い
つ
も
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る

・
つ
い
子
ど
も
を
た
た
い
た
り
、

　

怒
鳴
っ
た
り
し
て
し
ま
う

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
悩
ん
で
い

ま
せ
ん
か
。
子
育
て
の
悩
み
を
ひ

と
り
で
抱
え
こ
ま
ず
、
相
談
窓
口

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

【
地
域
の
み
な
さ
ん
へ
】

　

挨
拶
や
声
掛
け
を
す
る
な
ど
子

育
て
中
の
家
庭
が
孤
立
し
な
い
よ

う
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

〖
相
談
連
絡
先
〗

○
家
庭
児
童
相
談
室
（
子
育
て
支

　

援
課
内
）
☎
�
１
１
２
９

○
熊
谷
児
童
相
談
所
☎
０
４
８
―

　

５
２
１
―
４
１
５
２

○
埼
玉
県
休
日
夜
間
児
童
虐
待
通

　

報
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
４
８
―
７
７

　

９
―
１
１
５
４

＊
父
子
家
庭
の
み
な
さ
ん
へ

　
児
童
扶
養
手
当
の

　
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

今
年
の
８
月
か
ら
、
父
子
家
庭

に
も
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

11
月
30
日
㈫
ま
で
に
申
請
し
た

場
合
は
、
７
月
31
日
ま
で
に
支
給

要
件
に
該
当
し
て
い
る
人
は
８
月

分
か
ら
、
８
月
１
日
以
降
に
支
給

要
件
に
該
当
し
た
人
は
要
件
に
該

当
し
た
日
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
手

当
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支
給
と

な
り
ま
す
。

　

支
給
額
は
所
得
金
額
等
に
よ
り

決
定
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
金
額

に
よ
っ
て
は
手
当
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
に
は
、
戸
籍
謄
本
・
所
得

証
明
書
等
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
就
学

　
支
度
金
支
給
制
度
の
ご
案
内

　

県
で
は
、
市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
が

中
学
校
へ
入
学
す
る
と
き
、
就
学

支
度
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
人
は
、
左
記
の

受
付
期
限
ま
で
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。受
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

資
格
が
あ
っ
て
も
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
象　

母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家

　

庭
の
父
、
又
は
父
母
の
い
な
い

　

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
で
、

　

平
成
23
年
４
月
に
中
学
校
へ
就

　

学
す
る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

　

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
（
生

　

活
保
護
受
給
世
帯
は
除
く
。）

支
給
額　

１
０
、
０
０
０
円

受
付
期
限　

12
月
28
日
㈫

申
請
方
法　

振
込
先
金
融
機
関
の

　

通
帳
を
持
参
の
う
え
左
記
へ

★
子
育
て
支
援
課
☎
�
１
１
３
０
、

　

市
民
福
祉
課
☎
�
１
３
３
１（
内

　

線
３
１
６
）

児
童
虐
待
と
は

　

児
童
虐
待
と
は
、
親
や
養
育
者

が
、
子
ど
も
の
心
や
体
を
傷
つ
け
、

健
や
か
な
成
長
や
人
格
の
形
成
に

重
大
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
い

い
ま
す
。「
し
つ
け
」
と
思
っ
て

い
る
行
為
で
も
、
現
実
に
子
ど
も

の
心
や
体
に
傷
つ
く
行
為
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
虐
待
で
す
。
親
の
立

場
よ
り
、
子
ど
も
の
立
場
で
判
断

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
具
体
的

に
は
次
の
４
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り

ま
す
。

身
体
的
虐
待

　

な
ぐ
る
、
け
る
、
体
を
激
し
く

　

ゆ
さ
ぶ
る
な
ど

性
的
虐
待　

　

性
的
行
為
を
強
要
し
た
り
、
ポ

　

ル
ノ
の
被
写
体
に
す
る
な
ど

心
理
的
虐
待　

　

子
ど
も
の
心
を
傷
つ
け
る
よ
う

　

な
ひ
ど
い
こ
と
を
言
っ
た
り
、

　

無
視
、
き
ょ
う
だ
い
間
の
差
別
、

　

ま
た
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
ド

　

メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

平成22年度標語

み
す
ご
す
な

　

幼
い
子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ

〜
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
月
間
で
す
〜

この笑顔、
いつまでも！

★子育て支援課
☎�１１３０


